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r三田学会雑誌」85巻2号 （1992年7月）

チャールズ • ダヴナントにおける統治と経済 *

伊 滕 誠 一 郎
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3 - 4 ダヴナントの政治批判体系の展開 

4 おわりに

1. は じ め に

従来重商主義期の経済理論家として考えられてきたチャールズ. ダヴナントが，政治史および政 

治思想史において重要な位置を占めてきたことはわが国ではあまり知られていない。他方最近欧米 

では政治思想家，すなわちcivic hum anistとしてのダヴナント論がみられるが，この視点もやや

もすれば，新たな経済秩序に対して積極的に対応した経済理論家ダヴナントを見失うことになりか

⑴  ュ 
ねない。こうした複雑なダヴナント像はかれの思考が一貫性を欠いていたことを示すのではない。

むしろその根底には首尾一貫したかれなりの理論体系があったのである。それはかれ独自の統治理

論であり，これまで論じられてきた経済理論家ダヴナントの諸側面，すなわち貿易差額論者，政治

算術家，財政理論家，金融理論家といったさまざまな側面はそれなしには語れない。本稿の目的は

こうした観点にもとづいて，これまでとりあげられることの少なかった“ Essay on Publick Virtue”

というパンフレットにみられるかれの政治思想に注目し，そこから，『公収入交易論』 に集大成さ

れるダヴナントの経済理論をとらえなおすことにある。ダヴナントは少なからぬ著作をのこしてお

り，そのどれも無視することはできないが，ここでの検討はかれのパンフレッティーアとしての処

* 本稿の作成にあたり，飯田裕康教授から詳細にわたって有益なコメントをいただいた。また，レフヱ 

リーからも貴重な御批判，ならびに御教示をいただいた。ここに記して感謝の意を表したい。なお残る 

誤りは当然のことながら著者の責任によるものである。
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女作である『戦費調逹論』が書かれた1695年から，『公収入交易論』 が書かれた1698年までのあい

だに時代を限定する。なぜなら，かれのパ ン フ レ ッ ト はこの時期以後論調を変化させ，扱うテ ー マ

( 2 )
や内容においてより政治論争的になっていくからである。もちろんこうした論調の変化をどのよう 

なものとして把握するかという問題や，かれの思想の時期を通じた一貫性にかんしても論じられな 

ければならない。しかしそうした問題に関しては別稿で扱うこととし，ここでは『公収入交易論』 

によってひとつのかたちをつくりだしていったこの時期のダヴナ ン ト の 経済や統治についての考え 

方を，そのトレイド論を中心に描き出していきたい。

2. ダヴナントの経済思想とその「商業」社会観

2—1 ダヴナン卜における卜レイド
( 3)

これまで重商主義者ダヴナン卜がかたられるとき，それは主として貿易差額論者としてであった。.

もちろん貿易差額がかれにとってトレイドの重要な目じるしであったことはたしかであるが，けっ

してかれにとってはプラスの貿易差額によってもたらされる貨幣そのものが目的であったのではな

い。またそういった目的をもった外国貿易商人の立場を代表していたといいきるのにも問題がある
( 4 )

ように思える。それはかれの富観や貨幣観をみればわかる。

「金銀は実際にはトレイドの尺度である。しかしその源泉はあらゆる国民においてその国の自然 

的または人為的生産物である。V、わばかれらの土地とかれらの労働や勤勉がつくりだしたものであ

注 （1 ) ダヴナントが全般的貿易差額論者であったことはこれまでも多く指摘されてきた。たとえばAshley 

〔24〕，久保〔14〕，小林〔15〕，白杉〔17〕，相見〔10]，Viner〔51〕，Suviranta〔49〕を参照。そのさ 
い Ashley〔24〕や小 林 〔15〕の ト ー リ ー . フ リ ー .ト レ 一 ダ 一論に代表されるよ うに，全般的貿易差 

額説が自由貿易論や商業資本の立場に直結されることがおおかった。この点に関しては2— 1，2— 

2 を参照。また，ダヴナント研究は多様であり，ほかでも財政理論家（大倉〔12〕，〔13〕，大川〔11〕， 

佐藤〔16〕），政治算術家（Schumpeter〔47〕，大倉〔12〕，高橋〔21〕），貨幣理論家もしくは信用思 

想家（杉山〔18〕〔19〕，Horsefield〔29〕，Monroe〔39〕，Usher〔50〕） といった側面がとりあげら 

れてきた。政治思想家という側面に関しては，これまでのダヴナントの時代の政治史，政治思想史を 

扱った多くの著作においてかれは著名なカ ン ト リ . パ ン フ レ ッティ一アとして登場する（たとえは- 

Feiling〔27〕，Kramnick〔32〕，P lum b〔41〕，Pocock〔43〕，Rubini〔46〕）。また「パンフレッティ 

ーア」ダヴナントの個人的経歴と政治史との関係からダヴナントの著作への解釈を試みたWaddelt 

の研究（〔52〕，〔53〕）は興味深く，筆者も多く参照した。

(2 )  Waddell〔53〕によると，1698年の選挙でジャントウ. ウィッグはその基盤をよわめ，このとき議 

会に返りざいたダヴナントはみずからを“new country” として自覚し始めたという。かれは1699年 

に書かれた “An Essay upon probable Methods of making a People Gainers in the Balance of. 

Trade" にダヴナントのパンフレッティ一アとしての経歴の転換点をみる。また大倉〔12〕は，政治 

思想家として活躍する1699年以後のダヴナントについて，「経済的著作活動の前期（1695—99年）と後 

期 （1709—1 2 )とのあいだに挟まれた10年間には，……6篇の政治論説を上梓している」としており， 

その「10年間」はほとんど検討されていないが，ダヴナントの著作活動の変化は認めている。

( 3 ) ( 1 ) 参照。

( 4 ) ダヴナントが重金主義的な富観を必ずしももっていなかったことは（1) であげたほとんどの人  々

が言及するところである。さらに相見〔10]は，ダヴナントは「バランスを順にする貿易の拡大とい 

う見地から」ではあるが，国内の生産力を重視していることを指摘している。
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る。……一国の真の，そして実際の富は自国生産物である」（〔7〕p.354.)。「国土と情勢の便益を増

進する勤勉と熟練は， 金鉱銀鉱の所有さえよりも人々にとって真の富なのである」（〔7〕p.382.)o

このようにかれはみずからの富観を明確に示している。「トレイドが貨幣を獲得するということは

いえるが，貨幣がトレイドを獲得するとはいえない。……貨幣がトレイドを支配するというよりは，

むしろトレイドが貨幣を支配するといえる。……金銀は，国民の財宝または富の名に値する唯一の

ものであるというにはほど遠く，ほんとうは貨幣は本質的には人々が取引において計算してきた計

算器にすぎないのである」（〔7〕p.355.)0 ここにみられるのはいわば重金主義的な富観の否定であ
( 5 )

り，けっしてかれは貨幣の獲得それ自体がトレイドの目的であるとは考えていなかった。かれにと 

って貨幣は多すぎても少なすぎてもならず，いずれの場合も有害である。「金銀はしばしば国民に 

とって過剰なことがある。この種の財宝は，もし適切な使用にむけられていないならば，少なすぎ 

たり多すぎたりするのである」（〔7〕p. 382. ) o 「これらの金属は唯一のまたはもっとも有用な富には 

ほど遠い。しばしばそれは有害でこそあれ，けっして有用ではない」（〔7〕pp. 383-4.)。

たしかに，ダヴナントにはプラスの貿易差額をのぞましく考えているところがあるが，その場合 

当時大陸の戦地への巨額の送金がイングランドの貿易差額を悪化させていたという背景を考えなけ 

ればならないo このような背景のもとで，ダヴナントはまさに『戦費調達論』という題目のパンフ 

レットにおいて，「もしわれわれが，全般的貿易差額（general balance) において得をするほどにト 

レイドを保護できるのであれば，費用がかかり，長期にわたる戦争はわれわれにそれほどの影響を 

与えないであろう」（〔1〕p.1 7 . )といっている。 ダヴナントはけっして「過剰な」貨幣を望ましい

と考えているのではなく，むしろそれが不足するような戦争という事態への対策として貿易差額に
( 6 )

注目するのである。

戦争によってもたらされた貨幣不足がテーマであった『鋳貨論草稿』ではこのことがより明確に

示されている。ダヴナントにとって国内に必要な貨幣を流出させないという意味においてマイナス

の貿易差額は好ましいものではなかった。「トレイドがよくなるまでは鋳貨を正しい状態にしよう

とするすべての試みはむだで，なにも得るところがないだろう。それは効果をもたらさずわれわれ

にさらなる貧困と衰退をもたらすのである」（〔2〕p. 13.)。貿易差額がマイナスで貨幣が流出してい

るような状態では改鋳によっては貨幣不足を解決することができず，貨幣流出は「われわれが他国
(7)

との貿易差額において損をしている限り不可避的になされるのである」C〔l 〕P _U )oなによりも
( 8 )

「トレイドがよくなる」ようにすること，すなわち貿易差額を改善することが必要なのである。し 

たがって貿易差額の監視はのちにみるCouncil of T radeのトレイドにたいする監督と保護（Care

注 （5 ) 『鋳貨論草稿』（〔2〕p_7 . )にほぼ同様の記述がみられる。

( 6 ) Jones〔31〕参照。

( 7 ) ダヴナントは『鋳貨論草稿』でこの超過貿易差額のために貨幣が流出している場合の対応策とし 

て，Banks of Moneyと Publick Funds,すなわち信用（Credit) を提案するのである。〔2〕p.11. 

参照。
( 8 ) ダヴナントとは意見をことにした貨幣価値引き上げ論者Lowndes (〔38〕p. 4 3 .)も，真の貨幣状態 

改善のためには質易差額の改善が必要であることをいっている。
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and Protection)のひとつであった。「Councilをつかってわれわれの外国貿易の全般的な状態を詳 

しく調査し，政府に提出すべきである。第一に，他国との貿易でいかにしてバランスがなりたって

いるか，どこでわれわれが損をしているか，得をしているかを，そしてつぎにどこで自国品によっ
( 9 )

て，または貨幣または地金によってのみ支払っているかを」（〔2〕p_53_)。

かれにとってプラスの貿易差額，そしてそれによってえられる貨幣とはそれ自体が最終目的とな

るようなものではなく，むしろトレイドそのものが目的だと考えているのである。実際ダヴナント

は， トレイドそのものが富の増進にとっていかに有用であるかということをくりかえし述べている。.

『公収入交易論』第二部第一考の「外国貿易がイングランドにとって有益であること」という表題

はそれを端的に示している。かれは「トレイドの拡大がこの国を富ませるかどうかについていまだ

に疑問をいだいている人がいることは非常に奇妙におもえる」 （〔7〕（p .346 .)という。イングラン

ドは外国品なしに国産品のみではやっていくことができないのであり， トレイド，つ ま り外囯貿易

がイングランドにとって有用であることは明らかである0 かれが政治算術によって示す，正貨の量，.

地価，低利，建築などの「王国において富が増大することの真の兆候」 （〔7 ] p.360. )のすベてか

ら，「われわれには，まちがった，過剰なトレイドだけでなく，奢侈や相当な消費によって，一国

が衰退しているような悪い兆候がなく，世界のいかなる人々も外国貿易によってこれほどの多くを

得ることはなかったということは明かであろう」（〔7〕p. 3 7 0 .)ことを示している。

ダヴナントがトレイドそのものの有益性を強調する理由はその相互依存的な社会観にある。かれ

にとって， トレイドは人類史における必然であり，またそれなしでは社会が存続していくことすら

できないものであった。「さまざまな土地や国々のさまざまな生産物は，人々が互いに助け合い，

相互に必要品を供給しあうべきだということを神慮が意因していることのしる しである」（〔6 〕p. 
(10)

104. ) 0 こうした相互依存的な「商業」社会観はダヴナントの経済思想の根幹をなしている。はじめ‘ 

「人類はみずからの労働と，土地がもたらすものによって生きていたが」，侵略，都市建設，人口増 

加によって「その必要品が，近くや手元にあるものによってまかないきれなくなると，かれらは遠 

隔からのたすけを求め，これがトレイドといわれるものになったのである」（〔7〕pp. 348-9.)。また 

別のところで次のようにもいっている。「トレイドが拡大し，世界が奢侈を手にすれば，いかなる 

国民も他の地域からのたすけなしに自分たちで生きていくことはできない」（〔1〕p.13.)。すなわ ‘ 

ちダヴナントにとってかれの眼前にひろがる「商業」社会とは，人間社会のあるべき姿であり，そ 

こでくりひろげられるトレイドは不可欠であり，またそれゆえに有益なものなのである。かれの質 

易差額論もこうした「商業」社会観に依拠するものであり，この「商業」社会の崩壊を防ぐことこ 

そがかれの最大の関心であった。それゆえにかれはトレイドの監督と保護Care and Protection 

の必要を重視するのである。

注 （9) Concerning Council of Trade (〔4〕）の Scheme. 8，『公収入交易論』〔7〕p. 425 .を参照。

( 1 0 )相見〔10]や久保[14]はここにダヴナントの「理神論的自然調和観」をみいだす。たとえば久保 

は，「ダヴナントが東印度貿易を弁護するためにその理論的武器として用いたのは自由貿易の主張で 

あったが，彼の自由質易論の根拠をなすものは理神論的自然調和観であった」（〔14] p. 9 4 . )という&
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2—2 卜レイドの監督と保護とCouncil of Trade
自由貿易論者というダヴナント像は，おもに『東インド貿易論』における次のょうなかれの立言

に多く依拠していた。「トレイドは，その本性において自由であり，みずからの水路をみいだし，

しかも自己の進路へと最もうまくむかうのである。そして， トレイドに規則と方向を与え，これを

制限し限定しょうとするすべての法は，すべて，私人の特定の目的に役立つが，公共にとって有益
(11)

なことはほとんどない」（〔6〕p_98.)0

しかしかれは次のょうにつづける「政府は， トレイドに関して，その全体にわたり慎重な注意

を払うべきであるが，しかし一般的にいえば，二次的な諸原因は，そのなすがままに作用させるベ
(12)

きである」（〔6〕p_98-9.)0 この自由貿易論は原則論としてのそれではない。 ここでかれが自由に 

すべきと考えているのは「二次的な諸原因」であり，この場合では「東インド製ならびにペルシャ 

製の，絹織物やベンガル織や染色• 捺染•着色ずみのキャラコなど一切の着用を禁止せんとする法 

案」という，「トレイドに規則と方向を与え，これを制限し限定しようとする法律」である。ダヴ 

ナントはこの法律を「しょっちゅう政治体をいじくり廻しては，向う見ずで物騒な治療法」（〔6〕p. 

123 .)だと批判している。

かれの自由主義的な主張はトレイド論にとどまらない。たとえばかれが『鋳貨論草稿』のなかで， 

戦時下での混乱を避けるために貨幣価値変更は極力避けるべきという議論をするなかでも同様の主 

張を繰り返している。「身体（body) の厳しい病気のときは大胆で壮大な治療がしばしばうまくいく 

が，政治体（Body Politick)はこのょうなやり方でみだりに手を入れられるべきではない」〔（2〕p. 

29 .)のであり，貨幣価値変更は避けたほうがいいというのである。しかし，ここでも次のょうな文 

言がつづくことを見のがしてはならない。「政治体は最後には時間，堅実な処理，健全な法律，統 

治者（Rulers)の思慮によって，病のより確かな治療法をみいだすであろう」（〔2〕p_29.)。ダヴナン 

トはこの著作で「より確かな治療法」を見い出そうとしているのであり，たとえばここでのかれの 

提案するそれは「信用」の使用であった。すなわちかれは決して単なる自由主義をいっているので 

はなく， トレイドに関しても，鋳貨に関しても，「向こう見ずで物騒な治療法」 や 「みだりに手を 

入れ」たりすることを批判しているのであって，かれの意図はそれを避けて，「より確かな治療法」

注 （1 1 ) ダヴナントを自由貿易論者として描きだすときしばしばこの叙述が引き合いに出されるが，それに 
つづくこのあとに引用した文章は省略される場合が多い。たとえば久保〔14〕pp. 94-5，Viner〔51〕 

p. 9 9 .参照。

( 1 2 )これまでもしばしばダヴナントに，その自由主義的傾向とともに，保護主義的傾向があることは指 
摘されてきた。たとえばSchumpeterは次のようにいっている。「『自由主義者』たちはくダヴヱナン 

トの著書のなかで> 例えば交易は本来自由であるとか，交易はみずからの進路を発見するとか，交易 

を制限したり統制したりする法律は（個々人の利益には役立つかもしれないが）殆ど公共の利益には 

ならないとか，貨幣は単なる計算器に過ぎないとかのごとき語句に行き当った時には，大いに喜んだ 
ものであった。他方において，彼らは，ダヴヱナントのなかに，彼を目して（実際にも存在していな 

かった）『重商主義的理論』の信奉者であるとなさざるをえなかったょうな•極めて多くの統制的政 

策に関する言説を発見したときには，大いに悲しんだものであった」（Schumpeter〔47〕p. 212，訳 

441頁)。
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をみいだすことにある。

このようにかれの原則論は，自由主義というよりはむしろ「政府は， トレイドに関して，その全
(13)

体にわたり慎重な注意を払うべき」だというところにある。 かれに特徴的な言葉でいえばそれは 

厂トレイドの監督と保護」である。賢明で有能な統治者（statesman)によってなされる「よき統治 

(well governing)」はかれの『公収入交易論』にいたるパンフレットを一貫するテ ー マ で もあっ 

た。かれはGreat statesmen, able hands, wise statesm enなどさまざまな言い方で，かれがこ 

の時期に論じた，鋳貨， トレイド，信用，公収入といったほとんどの問題において，そうした統治 

者およびその統治の役割を強調している。かれの統治理論についてはのちに触れるとして，ここで 

はトレイドにたいする「よき統治」をかれが「トレイドの監督と保護」と表現していることを指摘 

しておく。

かれはその「トレイドにたいする監督と保護」を実践するには法的権限，すなわち議会の権限が 

必要であると考えた。かれによれば，「交易の監督はおもに，国民のトレイド全般のうまい管理

(Governing),奨励，保護にある。  それは全般的な法的権限（legislative authority) の協調的な

助けによって行なわれなければならない。…… 強制力をともなった法をもたずして，いかなる人も 

正しく統治することはできない」（〔7〕422.，C2] pp. 51-2. )0 ダヴナントが「監督と保護」を実践す 

るものとして念頭においているのは，「法的権限」すなわち「議会の権限（Authority of Parliament) 

によって設立され」（〔2〕p. 53. )る Council of T radeである。

当時Council of Tradeの設立をめぐって論争があり，ダヴナントもその一翼を担っていた。こ 

の論争の最大の争点はCouncil of Tradeがだれの任命によるか，すなわち政府か議会かというこ
(14)

とにあった。政府によって任命されることを提言したのはロックやかれとつながりをもっていた当 

時の政府すなわちジャントウ. ウィッグであり，これに反対して議会が任命すべきとしたのは新ト
(15)

— リー（new Tory)もしくはカントリといわれる人々であった。ダヴナントはこの後者の側にたっ 

ていたといえる。ダヴナントは，1695年もしくは1696年に書かれたとおもわれる “A Memoriall

Concerning a Council of Trade” というパンフレツトで，議会の権限によるCouncil of Trade
(16)

の設立とその活動内容を提案している。この中でかれは，「もし議会によって任命されるCouncill

注 （1 3 )杉山氏は，ダヴナントが『鋳貨論草稿』で，「一般論としては自由貿易が望ましいが，戦争という 

特定条件のもとでは，一般原則が制約されるということを主張している」（杉山〔18〕p, 3 4 .)とし， 

そこでの「貿易の統制の主張も，ともに一般原理としての『自由』『統制』ではなく，つねに具体的 

特定的利益のためのものだった」(Id id.，p，3 7 .)としている。

(14) Laslett〔33〕，Lees〔34〕，Rubin i〔46〕p. 85ff.参照。かれらが対立図式を政府= コート（ジャン 

トウ. ウィッグ）対議会= カントリとするのにたいし，副島〔20〕は，むしろ政府.議会と商人の対 

立としてとらえる。ただ前者にしても，この問題の発端が国王ないし政府のトレイド軽視の姿勢にあ 

ったことは共通に認めている。

(15) Lees〔34〕や Rubin i〔46〕はこの論争を，こうしたジャントウ•ウィッグに代表されるコート派 

と，新トーリ一をその実体とした力ントリ派の対立因式としてとらえようとしている。こうした力'ノ 

トリ対コートの政治論争については3 — 1を参照。

(16) Waddell (〔52〕Bibliography)によるとこれは1695年12月か1696年1月に書かれたとされている。
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of T rad eが，外国貿易のよりよい管理と保護のしかたをみつけられるのなら，われわれの状況を

かなり回復させるだろう」（〔4 ] p. 285.)といっている。したがってかれの考えるCouncil of Trade

のメンバーは，「両議院から選ばれた委員と，それに公共精神（Publick Spiritt) があるとおもわれ

る， トレイドにはかかわっていないいく人かの富裕な商人（Merchants)をくわえたものである」
(17)

( 〔4〕p.286.)0 ここでは16項目にわたってCouncil of T rade計画案が示されているが，その内容

をまとめれば，Council of 丁ra d eの議会による設立，外国貿易の護送船団による保護，貿易差額

の監視，植民地貿易の監視，があげられる。

ダヴナントのCouncil of T rade論はほかのパンフレッ卜にも登場する。『鋳貨論草稿』 ではか

れはつぎのようにCouncil of T radeを推奨している。「もしそのようなCouncilが法によって，

商人のやることを制御し，統制する権限が与えられれば，おそらくトレイドは王囯によりおおくの
(18)

全般的な利益と繁栄をもたらすようにおこなわれるであろう」（〔2〕p.52_)0 また『公収入交易論』

では第二編第二考 「トレイドの監督と保護について」のところで，「トレイドの監督と保護」の具
(19)

体的な方法として，文面にいたるまでかなり原型のまま再録されている。 したがってCouncil of 

T radeとは，かれのトレイド論，すなわち「トレイドの監督と保護」の必要性という観点において， 

その重要な意味をなすものであったということがわかる。

こうしたCouncilの位置づけをするなかでダヴナントは，「威厳があり，有能な人々〔grave and 

■able hands)に信頼をおく法は危険でない」（〔2〕p. 5 3 . )という。かれが想定する統治者，「有能な 

人々」は，「法的権限」= 「議会の権限」によって裏づけされた人のことであり，このときこうした 

統治者への信頼が表明される。ダヴナントが「議会の権限」を求める理由は，その行政権の起源の 

説明にみられる。「トレイドの監督は，国民の政府をまかされた人々， イングランドでは国王とそ 

の行政権（executive pow er)を託されたひとに本来属するものである。/ 行政権の起源は，すべて 

の立法権（legislative power) をもつひとがいつも集まれないこと，そして多くの権威がひとりの人 

間によってになわれることを自然が命じたことにある」（〔4〕p.284.)0 すなわちCouncil of Trade 

も行政権の管轄であることを認めながら，しかしそもそもその行政権が立法権に由来しているかぎ 

り，Council of T radeも立法権，つまり「議会の権限」のもとにおかれるべきだというのである。 

したがってかれが主張する「トレイドの監督と保護」は，「議会の権限」にもとづく Council of 

T radeによって実行される。ここにかれの統治理論が具体的に示されるのである。

2-3 「政治算術」という方法

注 （1 7 )『鋳貨論草稿』では「下院Commonsが，このCouncilの何人か，または大部分を指名し，選ぶベ 

きである」（〔2〕p. 5 3 .) .とされている。

( 1 8 )『鋳貨論草稿』（〔2〕p. 52ff.)ではCouncil of Tradeの内容，メンバーについてなどほとんど同 

じことがしるされている。

(19) 〔7〕p. 422f f .参照。ただし，ここでは “A Memorial Concerning a Council of Trade” の言十

画案にあったもののほかに手形の流通，信用の拡張，漁業，貧民の雇用までをもその対象としてい 

る。
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ダヴナントが「信頼をおく」統治者の統治術は政治算術（Political Arithmetic)である。かれは政 

治算術を次のように位置づけている。「我々は，政治算術を，統治に関する諸事情について算術に 

よって論じるやり方と考える」（〔5〕p.l27.)0 そしてその政治算術を用いるべき統治者を次のよう 

に説明する。「統治者（minister)の能力はおもにこの計算能力にある。戦時も平時も，事態を数字

で理解することなしにうまくやっていくことはできない。 したがって，偉大な統治者（Great

statesmen)は，その国の正確な情勢を知ることのみならず，戦争または同盟関係にある国の人々の 

力量や弱点を同じく完全に理解しておくことに，常に気をつけてきた。そして，そこから形成され 

る判断が，政治算術なのである。」([5] p. 131.)
(20)

ダヴナントは政治算術のトレイドや公収入への応用の先駆をペティにみいだしている。「そのや 

り方自体は，疑いなくかなり昔からある。しかしそれの，公収入や交易といった特定の対象への応 

用は，ウィリアム• ペティ卿が最初にやり始めたことであるが，今までのところほとんど誰もかれ 

に追随することはなかった。かれは，初めてそれに名前をつけ，そしてそれを規則や法則にした」 

([7] p . l2 8 . ) o しかしダヴナントによれば，ペティの手にした資料は正確なものではなく，ペティ 

「の計算が基づいているところのまさにその根拠が間違っており，かれは多くの場合，そこからひ 

きだされることにおいて誤りを犯しているに違いない。」（〔7〕p. 129. ) すなわちペティの政治算術 

は正確ではなかったというのである。

ダヴナントはその「誤り」の理由を次のように説明している。ペティの政治算術の「基礎は，人 

口についての十分な知識にある。しかし，かれはそのすベての研究において，関税や国内消費税や 

炉税を指針と見なしたが，そうした諸収入の説明は十分にせず，また，かれが諸著作を書いた時点 

において，それら諸収入の取り高も，かれにはわからなかった」。にもかかわらず，そこでの「主 

な概略は，これら3 部門の正確な取り高が充分にわかる前に計算された」 のである。 したがって 

「かれの計算が基づいているところのまさにその根拠が間違って」いるというのである（以上〔7〕 

pp. 128-9.)。

ぺティの政治算術の方法は，ベイコン主義すなわち自然にたいする実験的方法の政治体（Body
(21)

Politic)への応用としてこれまで考えられてきたし，またペティ自身そう考えている。実験や観察に

もとづく自然誌（natural history)作成はベ イ コ ン 主義に多かれ少なかれ影響をうけたRoyal Society
の目的であり，ペティはその主要メンバーであった。ベイコン主義，すなわち実験的科学における

実験や観察に対立するものは，雄 弁 （eloquence)であり，論 争 （disputing)であり，話 術 （arts of
(22)

speaking)であった。ダヴナ ン ト が ， 「実践や経験によって啓発も支持もされていない，小室での思 

索 （speculations)が，その国の状態を知りたい人によって非常に不確実な道標となることは確かで 

ある」（〔7〕P.135.)というとき，ダヴナ ン トがペティの ベイコン主義的な意味における政治算術を

注 （2 0 )大倉〔12〕は，ダヴナントが政治算術を「財政分析における戦争の用具」としてペティから継承し 

たとする。また「ダヴナントの政治算術の交易の分析は，……公収入のそれに比べ著しく精彩を欠き， 

固有の重商主義期の政策論史のうえにおいても，前望性と開明度との点で，その前後から数歩後退し 
たものである」としている。
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引き継ごうとしていたかどうかは別としても，かれはまさにそのベイコン主義にとって最も重要な 

観察，実験的データにおいてペティがまちがいを起こしていることを指摘していると思われる。す 

なわち「正確な取り高が充分にわかる前に計算された」ようなデータとはまさに，「小室での思索J 

にほかならないのである。

しかし，ダヴナントはペティの誤りをこうしたたんなる"科学”上の誤りとしてのみとらえたの 

ではなかった。 ダヴナントは次のようにいう。「かれは，それ自体がまったく正しいと言うのでは 

なく，統治するものにとって非常に好都合な主張をした」。すなわちフランスの脅威や戦況が好ま 

しくないことをチャ一ルズ_ ■世にしらせなかった。「チャ一ルズ—■世は， この事に関する6十算につ

いてのゥィリアム•ベティ卿の評価を見て非常に喜んだ.......0 しかし，我々は今，この偉大な天才

がこれらの全ての主張において誤りを犯しているという明白な根拠を持っている。我々がこのよう 

に思う根拠によれば，ペティは，本心で語っていたのではなく，むしろ御機嫌取りをしていたので 

あるo / 王は，フランス軍が，それほど手ごわいものでなく，また決して王国に害となるようなこ 

とはない，というお世辞を使う（flattering) ようなcouncilによってあやし寝かされることをとても 

喜んでいたのである」（以上〔7〕pp.129-30.)。すなわちダヴナントにとってペティは科学的な意味 

において誤りをおかしていただけでなく，統治に必要な正確な情報をあたえていないという点にお 

いても誤りをおかしていたのである。

こうしたダヴナントのべティ批判は，かれが政治算術をたんにベイコン主義の政治体への応用と 

して解釈していたというよりは，それを統治理論としてとらえていたということを示す。それはな 

によりもかれが「お世辞を使うcouncil」を批判していたことからわかる。統治者（statesman)はさ 

まざまな人から意見をきき，そ こ で は お世辞を使う人（flatterers)や崇拝者（admirers)はさけるべき 

であり，「ご機嫌とり」や 「おべっかつかい」は統治においてさけられるべきものだったのである。

「お世辞使い（flatterers)は，いつも統治者に賛同するし，崇拝者は統治者の意見にかなり偏ってい 

る」（〔7〕p. 135.)からである。すなわち，「偉大な統治者（great statesman)は，あらゆる種類の人 

々から意見をきき，その国，その力量，強さ， トレイド，富，そして収入の全般的な形状を熟慮す 

ることによって，……健全な判断をし，正しい助言を与えられるのである。そしてこれが我々が政 

治算術によって意味するものなのである」（〔7〕p.l35.)0 さきにみたco unc ilはまさにこの意味に

注 （2 1 )ペティがベイコンの方法を政治体に応用しようとしていたことは，『アイルランドの政治的解剖』の 

「著者の序」にある次の文章からわかる。「サー• フランシス. ベイコンは，かれの『学問の進歩』 
のなかで，自然体Body Naturalと政治体Body Politickとのあいだの，また健康と強さとを保持 

する両方法のあいだの，多くの個々の点について明敏な比較をおこなった。そして，解剖が一方のも 

のの最善の基礎であるのと同じく，他方のものについてもまたそうであるということ，また，政治の 
均整Symmetry,構造Fabrick，および調和Proportionを知ることなしに政治に対処practiceす 

るのは，老婆ややぶ医者の治療practiceのようにいいかげんなものであるということは，同様に理 

にかなったことである」（〔40〕p. 129.)。
また，ペティの政治算術とベイコン主義の関係については，松川〔23〕，H u ll〔40〕introduction, 

Hunter〔30〕ch_ 5，Letwin〔35〕ch. 5 を参照。またRoyal Societyとの関係についてもこれらを参照a

(22) Sprat〔48〕1st., 2nd. part 参照。
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おいて，政治算術を実践するに相応しい場であり，かれ自身の統治理論の核心にふれるものでもあ 

ったのである。

3 . ダヴナントの政治批判体系 

3 - 1 カントリ思想と「商業」社会観

ダヴナントのトレイド論がかれの統治理論にもとづくものであったことは，これまで述べてきた 

とおりだが，それは政治論争的色彩をももっていた。はじめにもダヴナントに経済理論家の側面と 

政治思想家の側面が同時に存在することはふれたが，かれの政治思想とはいったいどのようなもの 

だったのであろうか。まずここではかれの政治思想上の背景をみておきたい。

Dickinsonによると，アンの頃までに立法権（legislative power)の国王（Crown),上院（Lords),下 

院(commons)への分割が国民に受け入れられ，こうした国制上の認識の一致がウィッグとトーリー 

のあいだにもつくりだされることによって両党派の対立は弱まり，かわってコートとカントリの分 

裂が政治的，思想的論争において支配的になった。っまり論争の主題は，国制の性質の解釈から，国制 

の運用へと移ったというのである。また，1688-9年の政治革命がウィッグとトーリ一の思想的相違を 

明らかにしたとするなら，財政上の革命と行政上の革命（the financial and administrative revolutions) 

はコートとカントリの思想的分裂を作りだしたともいう。つまり，あとの両革命が国王の意になる 

官職を増大させ，そのことによって「宮廷」つまりコートが形成され，それとともにカントリから
(23)

の批判が高まり，そこにコート= カントリの対立図式ができあがるのである。結局のところこの対 

立における争点は「国制」の適宜な，そして効率的な運用にあり，Dickinsonの言葉をかりれば，
_ (24)
r 国王と議会がいかにして調和的に，効率的に協調すべきか」，つまりいかにして国制を守っていく

かにあったのである。そして，この国制の維持においてもっとも危険であったのが，戦争とその戦

費調達のために長期債を発行するという「財政革命」であった。「財政革命」がもたらした長期債

保有者への利払いは，議会において主要な部分をしめる地主に税負担としてのしかかり，それによ

ってもたらされる議会の弱化は，議会の自由の侵害であり国制の破壊であった。また，その国制の

崩壊の原因となった「財政革命」によって利益を得ているmoneyed interestは，その自由と独立

が脅かされている議会の，つまりカントリ派の多数を占める地主= landed interestの批判の的で
(25)

あった。こうして，moneyed in terestと landed interestの対立が，コートとカントリの対立に 

重なってくる。

では，その力ントリ派とはいったいどのようなメンバーを擁していたのだろうか。ここで使って 

いるカントリ派の意味は「野党（opposition)」または政権についていない党派のことであり，それは 

名誉革命後と，それ以前ではその内容は大きく異なっている。革命をはさんで野党= カントり陣営

注 (23) Dickinson〔29〕pp. 92-95.

(24) Ibid” p. 94.

(25) 財政革命 financial revolution については Dickson〔26〕参照。
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のメンバーに， ウイッグ中心のそれからトーリー中心のそれへと入れ替わりがあったが， そこに

貫く思想的立場には共通したものがあったといえる。 つまり先にも見た“イングランド古来の国

制の維持” という主張においてである。 この主張は革命前においてはオールド . ウイッグ（Old

W hig )といわれる人々によって，革命後は新トーリー派（New Tory) といわれる人々によって担わ
(26)

れた。

革命のあとトーリーのダンビィが政権につき，90年代前半はとくに国制上の問題をめぐって激し 

い論戦がくりひろげられた。買収や選挙干渉などの腐敗（con:叩tion) の問題をめぐって官職法案 

(Place B ill)が，議会の自由と独立に関しては三年議会法（Iriennial A c t)が論戦に登場する。国 

制のバランスが重要な論題である以上，そこでは対立はコートとカントリのあいだに生じることは 

必至であった。ウイリアム，アンの時代全般の議会史におけるウイッグ= トーリ一の対立図式の優 

勢にもかかわらず，革命直後の10年間に関しては議会においてもコート対カントリの構図に議会が 

傾いていたというのは多くの認めるところである。例えばFeilingによると，両法案をめぐる論戦 

のあった1692年から 1695年まで の 「三年間の国制上の論議の分析から，この議会に新力ントリ派 

(new ‘country’ party)の中核部分が存在したことは明かであり，それは，ウイッグと， トーリーに
(27)

起源を持つ両翼からできていた」。また，プラムは，ジャントウ派の台頭する1694年を重要視し，

この年を境にr ウイッダが国制においてかなり保守的になった」という。つまりジャントウ.ウイ

ッグは，「選挙制度や官職（patronage)」を利用するようになり，「年々カントリとトーリーはます
(28)

ます密接に同一化し，ウイッグとカントリはさらにはなれていった」。かくしてこの年，つまりジ 
(29)

ャントウの登場以来ウイッグは決定的にコート側になり，かれら，とくにモンタギュの押し進める

「財政革命」は， moneyed interestと重ね合わせられながらカントリ派の批判の対象となってい

った。ダヴナントはこのカントリ派の一人であり，こうした背景のもとでダヴナントはジャント

ウ • ウイッグ批判の急先鋒としてここにとりあげたパンフレットを書いていったのである。

こうしてウイッグは，かつてのカントリ派であるオールド• ウイッグから，いまやその批判対象

であるモダ一ン• ウイッグ（Modern W h ig )に変貌をとげた。コートとカントリの対立は，もはや

統治側のウイッグとオールド. ウイッグの対立ではなく，ジャントウやウォルポールなどのモダー

ン • ウイッグとト一リ一のあいだの対立という形をとる。そして「オールド•ウイッグとトーリー 
(30)

の概念は互いに浸透し始め」，コート批判の代表“new country” の実体は次第に“new Tory’ に
(31) (32)

変貌し，ダヴナントもまさにその“new Tory” の一人にかぞえられたのである。

注 （26) Old W h igもしくはTrue Whig, Real W h igの思想に関しては，Robbins〔45〕を，革命前の様 

々なウイッグの形態については，Pocock〔42〕を参照。

(27) Feiling〔27〕p. 291.

(28) P lum b〔41〕p. 135.

( 2 9 ) ジ ャ ン トウJuntoとは，サマーズ卿，ハリファックス伯チ ャ 一 ル ズ . モ ン タギュ，オーフ ァ ド伯エ 

ドワ ー ド . ラッセル， ウォートン卿，第三サンダランド伯チ ャ ー ル ズ • ス ペ ン サ ー らのウイッグの実 

力者集団で，必ずしも要職についていたわけではない。浜林〔22〕，253-255頁参照。

(30) Pocock〔42〕p. 232.
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ところで，ウィリアムの戦争によって生じ，ジャントウの政策によって表面化した常備軍と戦費 

増大= 公債累積（「財政革命」が原因）の問題が力ントリ派によって批判されるとき，それはある共通 

した思想にもとづいていた。これはポーコックによって提唱され，シヴィック•ヒューマニズム

(civic humanism)，またとくにこの時代に関してはネオ-ハリントニアン（neo-Harringtonean)の思
(33)

想と名づけられた。

ポーコックによると，アリストテレスの政治思想に源を持つ，徳を有する政治的市民による共和 

国を理想とする古代ギリシアのシヴィック•ヒュ一マニストの思想が，ルネッサンス期イタリアの 

マキャヴ ェ リによって復活し，それがブリテンではハリントンHarrington，そしてそれに続くネ 

オ- ハリントニアンによって引き継がれていった。これらの思想は，独立した自由な土地所有者が 

市民的徳を持って政治に参加することを理想とするものであるが，イギリスにはいってきた“civic 

humanism” は政治的権威が君主制，貴族制，民主制のあいだに均衡を保っているというような 

イギリス古来の国制論とうまくつなげられた。ネオ-ハリントニアンは立法（legislative) と行政 

(ex?CUt iv e )の均衡を重視し，前者の後者への依存を腐敗として非難した。常備軍や信用は，議会 

を政府から独立しておかない点で多くの「腐敗」への，そして国制の崩壊への危険をはらんだもの 

であった。この常備軍と信用の問題とは，すなわち戦費調達とそれによってもたらされた「財政革

命」の問題であり，つまり，「ネオ- ハリントニアンはカントリ•イデオロギストとまったく同じ
(34)

ものであった」し，両者にとって常備軍と信用がもたらした国制に関する問題は最優先の課題だっ 

たのである。

ダヴナントもこの意味での代表的なカントリ*パンフレッティ一アであった。たとえばかれ は

“Essay on Ballance of Power” （1701年）のなかで，「イングランド銀行や新東イソ ド会社.......こ

の種のすべての会社に，選挙への影響を防ぎ，干渉して，用心しようではないか。イングランド銀 

行，新東インド会社が，イングランドの国制や自由に対立するかれらのインタレストの強さを結集 

するようなことがおこらないようにしようではないか」（〔9〕p. 3 2 7 . ) ,とイングランド銀行や新東 

インド会社など moneyed interestを批判している。しかもかれは次のようにlanded interestを 

擁護する。「土地は， トレイドへのわれわれの関心や， ストックや割符によってえられると考えら 

れている新しい富（new wealth)よりも，ずっとすぐれているのであり，もっと考慮にいれるべき 

である」（〔9〕p.328.)。 このときダヴナントは「まったく同じもの」である力ントリ派とネオ- ハ 

リントニアンの政治思想の典型を表現しているようにおもえる。

しかし注意しなければならないのはこれが1701年のパンフレットであるということである。われ

注 (31) H ayton〔28〕p. 45.

(32) W addell〔53〕によると，ダヴナントはジャントウがその地盤を弱めた1698年の選挙で，自ら‘new 

country’ としてジャントウに対抗した。かれが議会に返り咲いたGreat Bedwinは，‘Tory opposi

tion groups’ のリーダ一の一人であるLord B ruceの関与しているところであった。W addell〔53〕 

pp. 282-283.

(33) Poccck〔43〕〔44〕参照。以下のポーコックの議論は主にこれらにもとづいている。

(34) Pocock〔44〕p. 136.
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われがここであつかっている1695年から1698丰の時期にダヴナントがトレイド，すなわち商業の拡

大や富の増大にたいして極めて積極的な姿勢をとっていたことはすでにみたが，この時期のかれの

政治思想上の文脈での地主擁護には際だったものはない。むしろかれは，「トレイドへの関心はと

ても重要で，それがなければ土地はすぐにほとんど無価値になるであろう」（〔6 〕P .8 8 .)とし， ト

レイドへの関心を土地への関心に優越させている。たしかに『鋳貨論草稿』 に landed M e n と

monyed m e n の対立関係はみいだせるが，それは鋳貨価値の変更によってもたらされる利害をめ

ぐるものであり，「財政革命」によってつくり出された階層としての公債保有者たるmoneyed in-
(35)t e r e s tと非保有者たるlanded in te r e s tの対立ではなかった。

P o c o c kはダヴナントの「商業」社会という「新しい秩序（new order)」にたいするニ面的な態

度をア ン ビ バ レ ン ス としてみとめ，そのうえでかれが「新しい秩序」にたいして積極的であること 
(36)

を指摘する。常備軍や信用といったネオ- ハリントニアンの図式をもちながら，かれはこれらを
(37)

「新しい秩序の基礎として受け入れた」という。ダヴナントの図式とは次のようになっている。 ト

レイドは戦争をもたらし，それが公債によってまかなわれ，ここに「職業的な債権者の階層」がで

き，このとき負債者である地主主導の議会は無能になり，政府は貨幣に依存し，議会を腐敗させ，

かくて国制は崩壊する。P o c o c kによれば，ダヴナントはこうした事態にたいして，「信用」につ

いては「投資と交換の市民道徳（civic morality)」という， トレイドにたいしては「節儉（frugality〕」

という「キリスト教の商業倫理（commercial ethic with the Christian)」もしくは「プロテスタント

の倫理（Protestant ethic)」によって対処しようとしている。

これにたいしてK ra m n ic kは， ダヴナントのネオ-ハリント ニ ア ン的因式をそのままうけいれ，

そこに「新しい秩序の拒否」を見いだす。しかしそこで扱われている著作のほとんどが1699年以後

のものであり，われわれが対象としている時期の著作は実質的にK ram n ickのダヴナント論のな

かに入っていない。他 方 P o c o c kにしてもダヴナントのネオ-ハリントニアン的図式をかれの著

作から幅広く見いだしてくるが，「新しい秩序」にたいして積極的なダヴナント像は，『戦費調達論』
(39)

や 『公収入交易論』などわれわれが対象とする時期のものの中に見いだしていた。

このような時期区分の問題はあるにしても，なによりも両者の分析に見いだせないのが，さきに

みたダヴナントの統治論，統治者論である。それを検討することはある意味では，P o c o c kの描く

ダヴナントのネオ-ハリントニアン的アンビバレンスにたいするもうひとつの解答を示すことにな

る。かれの統治論，統治者論はP o co ckらの扱っている『戦費調達論』や 『公収入交易論』にも見

いだせるが，かれらの扱っていなかった著作，とくに“Essay on Publick Virtue” からはダヴナ

注 （3 5 )鋳貨価値変更によってもたらされる地主の利害は鋳貨論争における大きな争点であった。たとえば 

ロック〔36〕，〔37〕を参照。

(36) 以下 Pocock〔43〕〔44〕参照。

(37) Pocock〔44〕p. 140.

(38) Kramnick〔32〕

(39) Pocockもダヴナントの著作を，戦争を受け入れる時期，受け入れない時期，そして再び受け入れ 

る時期と三つの時期にわけるが（〔43〕p. 437.).その区分についてそれ以上の検討はされない。
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ントにおけるネオ- ハリントニアンという側面とかれの統治理論の結びつきが明確に読みとれる*

これが次の課題である。

3—2 “Essay on PublickVirtue” における政治思想

すでにとりあげたわれわれが対象としている時期のダヴナントの諸著作においてもそのカントゾ

的性格はしばしば示されていた。それはこれまでもしばしば指摘されてきたが，しかしそれらの諸

著作の主題は財政，交易などであり，政治思想ではなかった。たしかにさきにもみたように統治理

論といえるようなものはあったが，たとえばカントリ思想やシヴィック.ヒューマニズムなどとい

った政治思想にもとづいたかたちでそれらが全面的に展開されていたとはいえない。1696年に書か

れた“Essay on Publick Virtue” はかれをカントリ•パンフレッティーアとして明確に位置づける

ものであり，そこではかれのカントリ的立場にもとづく政治思想，そしてそのうえにかれ独自の統
(40)

治理論がくりひろげられている。この “Essay” は分量としてもけっして少いものではないが， こ
(41)(42)

れまで十分に検討されてきたとはいいがたい。“Essa/ ，はその表題からしてこの時期のダヴナント 

の他のパンフレットとは一線を画しているように思われるが，その内容は他とくらべて異質である 

とか矛盾しているわけではない。むしろ他のパンフレットの理解を補完し，深める内容をもつとい 

える。そこには他のパンフレットではところどころでみられたかれのカントリ的主張が主題として 

展開されている。

「没落し自由を失ないつつあるどのような帝国においても，その破滅の種はそのm annersの腐 

敗 （Corruption)にまずみられる」（〔5〕pp. 157-8. )0 ダヴナントがおのれの国の衰退への危機をみ 

いだしてこのように憂うとき，それは内容においても，用語においても典型的なカントリ思想とさ 

えいいうる。「国のインタレスト（Nationall Interest)」が無視され，奢侈（Luxurious)や高慢（proud) 

といったものがうまれてくると政治体は腐敗してくる。 たとえばそれは投票権（Voices)の売買や

賄胳（Bribe) (〔5〕p. 163f.) であり，コートはいまや「あらゆる客にそなえた用品店となっている」
(43)

CC5] p. 164. ) o こうして国制（constitution)は弱化（〔5〕p. 1 6 5 .)していった。「最近の百年間のお 

こないによって腐敗してしまったこの王国のFreeholders」がおくりだした代表は，「戦争のための 

貨幣に不足している新政府をただちにときふせ，かれらを主要な官職につけさせた」（〔5〕p. 167.)o 

その結果，「より清潔で有能なひとびと（cleaner & abler hands) は政府を守り回復させるために

注 （4 0 ) ここで使用したmanuscriptはロンドン大学所蔵のMS_ 6 0 .であり，ページ数もこれにしたがっ 

た。また，不明筒所についてはBritish Library所蔵のHarleian Manuscript. 1223.も参照した。

( 4 1 )このロンドン大学所蔵のmanuscriptには『鋳貨論草稿』と『信用論草稿』も含まれているが，そ 

のページはそれぞれ1頁から79頁，85頁から144頁なのにたいし，“Essay” は149頁から277頁であ 

る。

( 4 2 )わが国の研究のみならず，たとえば3—1でみたようなPocock〔43〕やKramnick〔32〕も“Essay” 

をとりあげていない。

( 4 3 )浜林氏は次のように説明している。当時「官職や年金を与えて議員を宮廷派にひきこもうというエ 

作が批判の対象となり，庶民院では野党にまわった側からたえずこれらの官職保有議員を排除しよう 

という動きがあった。」（浜林〔22〕p. 270.)
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招かれることはほとんどないであろう」（〔5〕p.l67.)0

こうした政治腐敗を防ぐために力ントリ派は議員の任期を短くし，国王の議員に対する影響を少
(44)

なくすることが必要だと考え，じっさい1694年には三年議会法を成立させた。ダヴナントも，この 

ような国制の弱化や政治の腐敗は，三年議会法（The Act for Triennia.il Parliaments) が革命当初か 

ら導入されなかったことに起因すると考えた。これが当初から導入されていれば，二三年では陰謀 

をめぐらすこともできないし，「どの新議会においても新しいジェントルマン（Young Gentlemen) 

は汚れることなくおくりこまれてくるだろう」（〔5] p.180.)。「こうした議会の体制においては， 

コート派とカントリ派の名はまったくなくなり，それは根本的には官職をもつ党派ともたない党派 

以上のものではないのである。行政（Publick business)はうまくいくであろう」（〔5〕pp. 180-l)o こ 

うした政治腐敗対策としての三年議会法支持は，ダヴナントがカントリ派であったことを示す大き 

な証拠となる。

ところで“Essay” でのかれの政治批判は，政治腐敗の原因としての商業の隆盛や奢侈の導入， 

さらに政府の信用への依存といったものにむけられるというよりは，三年議会法支持のようにむし 

ろ議会，コートにおける政治腐敗そのものが批判の対象となっている。勤勉と慎慮によってたくわ 

えられた富は7 年におよぶ戦争の間に浪費され，これは回復されていない。これは政治の腐敗によ 

って「有能な人々（able hands) J が統治からはなれ，Publick V irtueを欠いた「無能な統治者 

(impotent statesmen) J が失政をおこなったことによるとダヴナントは考える。「病気に苦しむ人は 

治療法を考えるが，病んだ政府の場合そうはいかない。というのはそういった事態に揺らいでいる 

ときには，真実を聞くことよりもさしだされたお世辞（flattery) によって利益をえようとするから 

である」（〔5〕pp_159-60.)。「無能な統治者」は 「お世辞」を聞き入れその「お世辞」によれば王国 

のすべてがうまくいっているのであり，「我々の富は枯渴してないし，なんら衰退は感じられない 

し，経済（Oeconomie)は完全であり， トレイドはさかえ，注意深く保護されており，いかなる種類 

の失政もない」（〔5〕p. 160.)。ダヴナントはこうした「お世辞」 はなによりも官職をえるための策 

略であり，「コートにおける昇進と利得への道を開くものである」という（〔5〕p.160)。「お世辞屋の 

煽動」は 「コートのペストと毒」である（〔5〕p.192.)。 こうした「お世辞」 にたいする警戒はさ 

きにもみたように『公収入交易論』ではペティの政治算術にむけられていたが，それが失政をもた 

らすものとして批判されている点では同じである。それにたいするかれの『公収入交易論』での対 

応は，「あらゆる種類の人々から意見をき」 くというものであり，その具体的なものが「議会の権 

限」によるCouncil of T radeであったが，ここでは腐敗した政府によるCouncilが人々を破滅 

へともたらすとして政府によるCouncilを批判している。L e e sは “Essaゾ’ や 『鋳貨論草稿』 

を Council of T radeをめぐる論争のなかにおき，この過程のなかでダヴナントが「もっとも危險

注 （44) 「名誉革命後の政治情勢のもとでは議員が長期間在任することは，議員にたいする国王の影響力を 

つよめることとなると考えられ，議員のひんぱんな交替こそが議会の自主性を守る道とされたのであ 

る。」（浜林〔22〕p. 272.)
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なジャソ トウ批判者のひとり」，すなわち力 'ノ トリ派のパンフレッティーアとなっていったと指摘
(45)

している。

このように“Essay” でのカントリ的主張は，いわゆる landed interestの代弁者としてのそれ 

というよりも，コートすなわちジャントウ批判者としてのカントリといった印象を強く与える。 ト 

— リーのカントリの場合，それはおもにlanded interestすなわち地主ジ- ントリであり，地主主 

導の議会におけるカントリ派は地主利害と密接に結びついている。しかし“Essay” では，経済主 

体としての地主擁護とカントリ的主張はあまり結びつくことはない。それはさきにみたように，こ 

の時期のダヴナントのパンフレットが地主擁護どころかむしろ積極的な商業，とくに国際貿易の促 

進にむけられたものであったことを考えれば当然のように思われる。

かれがかならずしも地主利害の代表者でなかったにもかかわらず積極的なコ一ト批判をくりひろ 

げた理由はダヴナントの個人的な事情によるとも考えられる。革命後新しい内国消費税委員会に選 

ばれなかったダヴナントは，その後も様々な行政官としての職を得ようとするが，すべて当時のコ 

— ト派の代表的な人物のひとりであるモンタギュによって阻止された。そこでかれは処女作『戦費 

調達論』によってかれの戦費調達策を世にうったえでる。その後かれは同じくモンタギュらジャン 

トウ• ウィッダへの批判を目的に1695年から1696年にかけて『鋳貨論草稿』“A Memorial Conce

rning the Coyn of England” (November, 1695)，『信用論草稿』“A memoriall concerning 

Creditt” (July, 1696)， “Essay on Publick Virtue” (October, 1696)など一連の著述をなす。 

1696年に『東インド貿易論』“An Essay on the East India Trade” （1696)を著すが，かれが擁

護したのは旧東インド会社であり，ジャントウが関わっていたのはその敵である新東インド会社で
(46)

あった。よってこの著作もある意味ではかれのジャントウ批判の一翼を担っていた。1697年，リズ 

ウィック条約によってようやく九年にわたるウィリアムの戦争が終わると，ダヴナントは新たに人 

材が必要になると考えたのか，それまでのパンフレットをまとめている。それが1697年と翌年にわ 

けられた『公収入交易論』“Discourses on the Public Revenues, and on the Trade of Egland,

in two Parts” である。こうしたコート派，とくにジャントウ批判者としてのダヴナント解釈は，
(47)

さきにみた必ずしも地主利害とは直結しないかれの力ントリ的政治思想を説明する。 さきにみた 

『東インド貿易論』や 『鋳貨論草稿』にしてもけっして政治思想上の，カントリ的な言辞，論調で 

書かれていないにもかかわらず，それは明確な統治批判であり，そこで批判されているのは「向こ 

う見ずで物騒な治療法」や 「みだりに手を入れ」たりする統治にあった。「お世辞」を使うのはジ 

ャントウ• ウィッグであり，かれらがもたらしたものは腐敗と失政であった。

注 （45) Lees〔34〕参照。またLeesによるとダヴナントのCouncil of Tradeの計画案と政府案はかなり 

共通するものが多かったが，ダヴナント案にあって政府案にないものに，Council of Tradeの賄賂や 

腐敗にたいする厳罰の規定があった。

(46) Waddell〔52〕p. 281.参照。

(47) Schumpeterはダヴナントを「猛烈なト一リ一党員というよりもむしろ，ホイッグ党に対する猛烈 

な敵役であった」としている（Schumpeter〔47] p. 212，441頁）。
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3—3 政治批判体系としての“Essay on Publick Virtue”
“Essay” でダヴナントはコ一 ト派の統治にたいする批判をするにとどまらず，積極的にかれ自身 

のいわば統治理論をくりひろげる。

かれは “Publick Virtue” をつぎのように説明する。「政府の問題を扱うような人に要求される 

Publick V irtu eは，その主な基礎をW isdomeとCourageにもっている」（〔4〕p .l52.)。また次 

のようにもいう。「V irtueとW isdomeはある意味で同意語である。というのは精神の豊かな才能 

と強いWisdomeなしでは，公共善の助けとなるような結果をもたらす高徳の人たりえないからで 

ある。自由の栄誉と国のインタレストを暖かく包み込むようなPublick V irtueなしでは，だれも 

真に賢くはありえない」（〔4〕p.156.)。

ダヴナントは有能で清潔な人々によるv ir tu eにのっとった統治を期待する。王国が誤りに陥っ 

たのは未熟でうわついた統治者（young and giddy statesmen) が v ir tu eを失なっているからであり， 

それを克服するのはやはり統治者の賢明さ（W isdm)と徳（Virtue)の回復にある。ダヴナントは「悪 

徳の不具を示すことによってほど，うまく V irtueを描く方法はない」（〔5〕p. 156. )と考えている 

ため，その v irtueをそなえた統治にたいする期待も逆説的な言い方で説明される。すなわちもし 

統治がうまくいかないならばそれはなぜかといえばそれは決して「偶然」によるのではなく，むし 

ろ 「失政（Misgovernment)」によるのである。「W isdomeと V irtueのしっかりしたコースのなか 

で慎重にはじめられ，そしてつづいている政治諸機関は偶然性の力と支配のそとにある」（〔5〕p. 

172.)。かれは「頼られるひと」すなわち統治者がすべき監督として，公収入，戦争の支援，党派 

の紛争の根絶，外国貿易の保護などをあげている。これらは統治の対象となるべきものであり，し 

たがってこれらは統治者のw isdomと v ir tu eにかかっているのである。「あらゆる戦争よりも破 

壊的である成り上がりの，未熟な統治者」（〔5〕p .197 .)は貧困をもたらすのであり，逆にいえば 

統治者の役割はそれだけ重要なのである。

3 - 4 ダヴナントの政治批判体系の展開

ダヴナントは失なわれた統治者のPublick V irtueや W isdomeを描写することを目的としなが 

ら，“Essay” を次のような方法のもとに構成している。「悪徳の不具を示すことによってほど， う 

まく V irtueを描く方法はない。つまり，劣弱な人々のCouncellsがもたらした不成功のできごと 

を示すこと以外に，W isdomeはよりよく推奨されえない。……それゆえ人々の精神に，ここでの
(48)

テ一マである道徳をたたき込むために，悪徳の描写から始める」（〔5〕p.156.)。 こうした方針のも 

とにかれはこの著作の構成を次のように説明する。まず第一に議会を腐敗させた悪徳を描き，それ 

が 「劣った，野心的で，軽薄で，策略的で，軽率で，賢明な行政のやり方に熟達しておらず，ずる 

賢さとごまかしのほかにはなにも熟達していないような人々をもたらした」（〔5〕p. 157.)ことを示

注 （48) _ここで使用したmanuscriptでは counc ilと councellの両方がつかわれている。 Oxford Eng

lish Dictionaryによるとこの時期には両者がしばしば同意味で使われていた。
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す。そして次に政府の個々の腐敗した部分を検討する。そこでは五つの項目があげられている。

1，アイルランドとの戦争，2，フランスとの戦争，3， トレイド，4 , 諸収入，5，王国の鋳貨。そ

して最後にかれは誤った統治によってもたらされた負債について説明する。これはいわばダヴナン

トの政治批判の体系である。第一の部分はさきにみた政治思想上でのコ一ト批判であったが，かれ

がそのあとでとりあげるさまざまな問題はかれの経済理論家としての側面を強く示している。そこ

からはダヴナントの諸著作のなかでの“Essay” の位置づけが読みとれる。ひとつには1695年から

1696年にかけて書いた一連のパンフレットの総括，そして体系化であり，もうひとつ忆は1698年に

書かれた『公収入交易論』の草稿的役割である。

1695年と1696年に書かれたパンフレットであつかわれている諸問題はほとんどすべて“Essay”の

中に見いだされる。たとえばかれが二番目にあげるフランスとの戦争における戦費の問題は，この

時期のダヴナ ン ト の パ ン フ レ ッ ト の 中心となってい た テ 一 マ で ある。そもそも『戦費調達論』はこ

の戦争の「戦費調達」論であったし，『鋳貨論草稿』にしても『信用論草稿』 にしてもそこであつ.

かわれていた貨幣や信用は，この戦争によってもたらされた貨幣不足の問題として論じられた。

“Essa.y” ではいうまでもなく統治者，すなわちかれの言葉でいえば戦争のmanagers, もしくは

Ministers, designing Statesmenにたいする批判がその主眼点である。陸軍（Land forces)の方が.

海軍（Navy)より費用がかかるにもかかわらず，かれらは海軍の増強によってこの戦争に対処せず，
(49)

このことがス ト ッ ク ， すなわち貨幣の流出をもたらしたとされる。これと同じことが『鋳貨論草稿』, 

そして『公収入交易論』でもくりかえされている。しかし当時のコ ー トに対する批判をテ ー マ と す 

る “Essay” では，こうした戦争の対処への批判は次のようなダヴナソ トの言葉によってもっとも 

よく表現されているだろう。「軍事的な熟練と行動によってわれわれは偉大なる軍隊をうることは 

できても，この軍隊は統治者における熟練と行動の欠如によってもはや資金を供給されえないので 

ある」（〔5〕p. 209. )0

r トレイドについて」では「トレイドの監督と保護」がかたられる。 ここでは統治者の失政が指 

摘され， ダヴナントによれば統治者は，「われわれの外国商業の全般的な監督と保護に関係するも 

のを無視するのみならず，とくにかれらの誤った処理や腐敗によって東インドのトレイドがいわば 

王国にとってまったくの損失になっているのである」（〔5〕P.217.)。 ダヴナントにとって「統治者 

のやること」は，「商業の真の保護」であり， それは護衛のための艦隊ならびにその船員を割り当 

てることである。これとおなじことが『鋳貨論草稿』や 『公収入交易論』にも登場することはさき 

にみたとおりである。またそこでは実際の監督と保護の方法として議会の権限によるCouncil of 

T radeの設立が考察されたが，“Essay” でもあまり明確なかたちではないが，「councill of trade
(50)

を指名し，新しい権威をつくることを下院にゆるす」（〔5〕p.216.)ことを提案している。

「収入について」，すなわち公収入についてのかれの見解は『戦費調達論』において，そして『公

注 （4 9 )実際フランダースの陸軍への資金の送金はイングランドの貨幣不足をもたらし，これが鋳貨論争の 

さらにいえば大改鋳のきっかけとなったといえる。この点に関してはJones〔31〕参照。
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収入交易論』第一部第三考，第四考にみられる。ただしこれらの著作ではむしろかれ自身の提案と

してかたられていたが，“Essay” の場合その基本的テ一マにしたがってコ一 トの公収入政策に対す

る批判というかたちをとっている。「誤った統治者はいつでもその主人を負債へと陥れる」（〔5〕

P . 2 2 4 . )のであり，かれは公収入の減少をおもに二つにわけて考えている。 第一に，関税の減少が

トレイドの衰退によってもたらされたこと，そしてそのトレイドの衰退がトレイドの保護がなされ

:なかったことによることが指摘される。第二に，消費税の減少をあげる。党派抗争によって「分裂

した国ではいかなる王の収入もうまく管理できない。というの•はそういった国ではだれも経験を積

むのに十分なあいだ仕事をつづけられないから」（〔5〕p. 223.)である。かれはこれ以上あまり明確

にはいわないが，すなわち徴税がスムースになされないためである。かれはこれ以上はべつの論考

Treatiseで示すといっているが，実際『公収入交易論』ではこの徴税の改善策として徴税請負人
(51)

.の登用を提案している。

鋳貨の問題はもっとも重要な問題とされている。 ダヴナントがいうには，「鋳貨のことほどわれ 

われの弱点を容易に見つけ，われわれの敵や同盟国にわれわれの貧困を示すものはない」のであり， 

したがって「慎慮（Prudence)と賢明さ （Wisdome)のあらゆるきまりにしたがって， われわれは 

友人にも敵にもとても重要な秘密をしらせてはならない」（〔5〕p.228.)。したがって「鋳貨の純度 

はうたがいなく国民の富と卓越の真のあらわれであり，その悪化は貧困ないし法と政府における強 

さの欠如のしるしである」（〔5〕p . 2 3 2 . )と考えるかれにとって，鋳貨の悪化は他国に知られてはな 

らない秘密事項なのである。こうした前置きのあとに，かれはみずからの著作『鋳貨論草稿』の要 

約として論述をすすめている。ところでさきにみたようにこの『鋳貨論草稿』のトレイドに関する 

主張は『公収入交易論』第二部にほとんどかたちを変えずに論じられていた。また『鋳貨論草稿』 

で説かれた信用の必要性の問題に関しても『信用論草稿』の議論を交えて『公収入交易論』第一部 

第二考「信用，そしてそれが回復されるような方法について」で同じ主張が繰り返される。

このように“Essay” は， いくつかのパンフレットで論じてきたさまざまな問題を体系化しよう 

という試みであり，『公収入交易論』への準備段階であった。両著作の最大のちがいは， “Essay” 

が政治批判， とくにジャントウ. ウィッダにたいする批判として書かれたのにたいし，『公収入交 

易論』は政治算術という方法にもとづいて体系化されていることである。しかし，そのいずれもが 

「よい統治」という視点のもとに書かれたことはいまみてきたとおりであり，この時期のダヴナン 

トの著作は，政治批判というかたちをとった統治理論の展開としてとらえることができる。

注 （5 0 )『鋳貨論草稿』，『公収入交易論』，“Council of Trade”の対応関係については2-1，2-2を参照。 

( 5 1 )公収入や公債の問題に関しては事態の変化があるため，同一の内容，文面を見いだすことは難しい。 

しかしとくに消費税を中心とするこの問題に対する対応は一貫するものがある。この問題に関しては 

大倉〔12〕〔13〕参照。
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4• お わ り に

ダヴナントにおける経済理論家としての側面と政治思想家としての側面がどのような関係にある， 

のかというのが本稿の課題であったが，以上みてきたように両側面は次のように関係づけられる。 

商業は「よい統治」によってもたらされるトレイドの監督と保護なしには存続しえず，ここに経済 

理論家ダヴナントの統治理論の一側面がうかがえる。 他方カントリ• パンフレッティ一アのかた- 

ちをとった政治批判においてその 批判対象はジャントウによる統治であり，そこにも政治思想家: 

ダヴナントの統治理論をうかがうことができた。 これまであまりとりあげられることのなかった 

“Essay” はダヴナントの政治思想と統治理論を結び，その結果かれの政治思想と経済理論はかれの， 

統治理論を媒介にして結び付けられることになる。ここでの結論は1695年から1698年という限られ. 

た時期に関するものであり，その後の著作との関連は検討の余地を残す。とはいえすくなくともこ 

の時期に限っては一ネオ- ハリントニアンの「新しい秩序」にたいする独自の受容の仕方を見いだ 

すことができるのであり，そこにみられた“Statesman”の概念は興味深いものがある。ここにみら- 

れる 「賢明な統治者（statesman)」論は，あきらかにマキャヴニリの「賢明な立法者（legislator)」 

論の影響があると考えられる。しかし，かれが論じたのは“legislator”ではなく “statesman” や’ 

“minister” であったことは注意すべきである。 さらにそうした問題はのこるとしても，かれが. 

“virtue” をもつ“statesman” にもとめたものは，政治算術の使用や，それによるトレイドの監— 

督と保護という積極的な統治理論であったということは特記すベきであろう。
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